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【知的財産権部からのお知らせ】

1.知財関連無料法律相談のご案内

中国ビジネスを展開する上で大きな障害となっているニセモノや特許権侵害問題、ノウハ

ウ等の流出から現地での R&D 活動・技術ライセンス問題など、知的財産権問題を中心とし

た法律問題について日本語でご相談に応じます。

実施：ご相談に応じ、調整致します。（原則毎月 2 回、第 2 ・第 4 水曜日、14：00～17：

00 の時間内にて原則 1 時間程度、先着順。）

場所：天達律師事務所内会議室

北京市朝陽区東三環北路 8 号 亮馬橋大厦写字楼 2 座 19 階

担当：天達律師事務所 張青華 弁護士

費用：無料

守秘義務：ご相談いただいた内容については、一切外部公表致しません。

相談をご希望の方は、必要事項を以下申込先まで E-Mail にてお申し込みください。

＜必要事項＞

・相談希望日時

・相談内容（可能な範囲で詳細にご記入ください）

・相談者（企業名、氏名）

・相談者連絡先（電話、FAX、E-Mail）

＜申込先＞

JETRO 北京事務所知的財産権部

E-Mail：post@jetro-pkip.org
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【最新ニュース・クリッピング】

○法律・法規等

1. 改正商標法へ意見募集、侵害賠償は最高 100 万元（正義網 2011 年 9 月 2日）

2. 第３回商標法改正、審査期間の短縮などを目指す（国家知識産権網 2011 年 9 月 8 日）

○中央政府の動き

1. 公安部、「亮剣」行動の決戦実施を決定（人民網 2011 年 8 月 31 日）

2. 科技部、科学技術外交は中国の外交活動の最前方に（新華網 2011 年 8 月 29 日）

3. 全国的な知的財産権取引市場を構築へ、中小企業の「融資難」に対応（証券時報 2011

年 9 月 7 日）

4. 公安部：外資系企業の通報した事件は 44 件、22 件摘発（法制網 2011 年 9 月 16 日）

mailto:post@jetro-pkip.org


5. 温家宝総理が夏季ダボスで式辞、イノベーション強調（新華網 2011 年 9 月 14 日）

6. 民間企業の研究開発機構設立を奨励、発展改革委と科技部（法制網 2011 年 9 月 14

日）

7. SIPO、広東省で専利審査のインテリジェントシステムを試験導入（広州日報 2011 年

9 月 26 日）

8. 専利局の広東省専利審査協作センターが設立（国家知識産権網 2011 年 9 月 23 日）

○地方政府の動き

1. 上海でブランド取引センターが設立、国内初（新華網 2011 年 8 月 29 日）

2. 上海市、中小企業支援策を打ち出し、科学技術分野を中心に （チャイナネット 2011

年 9 月 8 日）

3. 済南市、企業の知的財産権利擁護ガイドブックを作成（科学技術部ウェブサイト 2011

年 9 月 2 日）

4. 広東省の知的財産権発展「十二五」計画が発布（南方日報 2011 年 9 月 16 日）

5. 広東省、今後五年間に特許情報開発プロジェクトに取り組む（国際在線 2011 年 9 月

16 日）

6. 北京中関村、商標戦略の実施を推進、イノベーションを促す（国家知識産権網 2011

年 9 月 21 日）

○司法関連の動き

1. 知財関連案件が上半期に大幅増、上海（上海市政府網 2011 年 8 月 30 日）

2. 知的財産権をめぐる訴訟が増加傾向を維持、最高裁（新華網 2011 年 9 月 7 日）

○統計関連

1. 国内大学の専利出願件数、30 万件を超える（国家知識産権網 2011 年 9 月 1 日）

2. 北京市、上半期の 1千万ドル級外商投資プロジェクトは 77 件（中国新聞網 2011 年 8

月 31 日）

3. 専利の電子出願率が急増、8 月に 70％突破（国家知識産権網 2011 年 9 月 9 日）

4. 海外からの商標出願、中国の外国出願を大幅に上回る（新華網 2011 年 9 月 7日）

5. 知財管理委託のパイロットプロジェクトで、企業出願急増（国家知識産権網 2011 年

9 月 6日）

6. 反独占法関連事案、逐年増加の趨勢（新華社 2011 年 9 月 22 日）

7. 先駆け登録された漢方薬が 900 種類、有識者から保護強化の声（国家知識産権網 2011

年 9 月 20 日）

8. 日本企業の中国での特許出願が激増（中国経済網 2011 年 9 月 19 日）

○その他知財関連

1. 2011 年度「中国企業上位 500 社」が発表（新華網 2011 年 9 月 4日）

2. 中国の技術革新政策は逆効果の恐れ、米紙指摘（環球時報 2011 年 9 月 5 日）

3. 中国ブランド価値ランキング 2011 が発表（国際金融報 2011 年 9 月 16 日）

4. 中国商標網の英語版がリニューアル、試運転開始（中国商標網 2011 年 9 月 10 日）

5. インターネット反偽情報連盟、苦情申立てのプラットフォーム構築へ（人民網 2011

年 9 月 26 日）



6. 中国不動産業、有名ブランド企業のシェア保有率は連年拡大（新華社 2011 年 9 月 21

日）
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●ニュース本文

○法律・法規等

★★★2. 第３回商標法改正、審査期間の短縮などを目指す★★★

中華商標協会と四川省成都市が共催する第 4回中国商標フェスティバルは 9月 6日、成

都市で開催した。２日目の 7 日に商標をめぐる法律実務、都市・農村の協調的発展と商標

戦略の関係、商標をめぐる典型的事例などに関するフォーラムがそれぞれ行われた。商標

管理当局と司法当局の関係指導者や、国内外からの知的財産権専門家たちが一堂に会し、

商標分野における新しい課題と発展について議論を交わした。

商標関連の法律実務を討議する「国際商標法律実務フォーラム」に出席した国家工商行

政管理総局の李亜莉・商標局副局長が、現在進められている商標法の第３回改正について

説明し、▽権利確認の手続きが繁雑で、登録に必要な審査期間が長すぎる▽異議手続きの

濫用▽商標権侵害行為への処罰措置が不十分――の 3 点が今回の改正における三大目的

であることを明らかにした。

1983 年に施行した商標法は 1993 年と 2001 年に 2 度と改正が行われたが、2003 年に国

家工商行政管理総局により第三回改正が発足。改正案の意見募集稿はすでに今年の 9 月 2

日に公開され、10 月 8 日までに一般向け意見を募集しているという。（国家知識産権網

2011 年 9 月 8 日）

○中央政府の動き

★★★8. 専利局の広東省専利審査協作センターが設立★★★

国家知識産権局と広東省人民政府は 9 月 22 日、専利局の広東省における専利審査協作

センターを共同建設することについて協力枠組協議書を締結し、センターの発足式典を共

催した。国家知識産権局の田力普局長と広東省の黄華華省長が協議書に署名した。国家知

識産権局の賀化副局長、楊鉄軍副局長、広東省の宋海副省長らも発足式典に出席した。

共同建設枠組協議書では、国家知識産権局が北京以外の地方に初めて設立した特許審査

業務の担当機構として、専利局の広東省協作センターを広東省の中新広州知識城に設立

し、今年中に本格始動させることとしている。2015 年末までに特許審査官 2000 名と管理

職 120 名を抱え、年間の特許審査件数が 11 万件に達することが目指される。（国家知識産

権網 2011 年 9 月 23 日）

○地方政府の動き

★★★6. 北京中関村、商標戦略の実施を推進、イノベーションを促す★★★

北京市の中関村国家自主イノベーションモデルパークは国家工商行政管理総局と北京

市工商局の支援の下、自主ブランドの育成を目標に、商標戦略の実施徹底に力を入れてい

る。モデルパーク入居企業のおよそ 7 割が商標・ブランドを専門的に運営、管理する機構

を設立しており、商標・ブランド管理の制度化が進んでいるなど、商標事業と知名企業の

育成で多くの成果を上げている。

国家工商行政管理総局は中関村の商標戦略実施を支援するために、企業設立登記、商標

戦略実施、信用体制整備を含めた 43 の施策を打ち出すほか、商標局の中関村事務所を特

別に設立した。モデルパーク設立して以来、入居企業による登録商標はすでに 5万 1千件



に達した。

モデルパークはまた、北京市質量監督局と提携し、国家標準や国際標準の制定に積極的

に参与するよう企業を指導している。現在では入居企業主導で創作された国際標準が 86

件、国家標準が約 800 件に達している。（国家知識産権網 2011 年 9 月 21 日）

○統計関連

★★★1. 国内大学の専利出願件数、30 万件を超える★★★

1985 年から 2010 年までに国内の大学が国内外において提出した専利（特許、実用新案、

意匠を含む）出願は総計で 31 万 9595 件、年平均成長率が 19.8％で、登録件数は総計で

15 万 29 件、年平均成長率が 26.0％だった。教育部の「中国大学知的財産権報告（2010）」

編纂グループの責任者への取材でわかった。

2010 年に国内大学による国内外での専利出願は 7万 9332 件で 1985 年より 51 倍増、登

録件数は 4万 3153 件で 1985 年と 1986 年の 2 年間の登録件数より 112 倍増。国内大学が

知的財産権活動をますます重視するようになっている。年間出願件数が 3000 件以上の大

学のうち、去年は浙江大学が 3706 件、上海交通大学が 3343 件、清華大学が 3138 件でト

ップ 3を占めたという。（国家知識産権網 2011 年 9 月 1日）

★★★3. 専利の電子出願率が急増、8月に 70％突破★★★

特許、実用新案、意匠の３種類権利の電子出願率は今年 1月から急速な成長を続け、8

月に 70.7％に達し、国家知識産権局が 5月に出した「電子出願の普及推進に関する通達」

に提示された「年末までに月間の電子出願率が 70％に達する」との目標が前倒しで達成

した。国家知識産権局の関係責任者への取材でわかった。同責任者によると、国家知識産

権局では引き続き電子出願の普及推進に力を入れ、年末までに月間の電子出願率が 75％

に達するよう努めることにしている。

地域別に見れば、四川省は 2 月から 6 ヵ月連続で 70％を超えるほか、上海市は 5 カ月

連続で江蘇省は 4 ヵ月連続で 70％に達した。また、6 月に上海市と江蘇省は全国に率先し

て 80％に達するのに続き、四川省は 7 月に 85.9％、8月にさらに 88.9％の電子出願率を

実現した。

8 月に 16 の省・自治区・直轄市は月間の電子出願率が 70％を超えた。この中に四川、

西蔵、貴州、雲南、江蘇は 80％以上に達した。8 月 30 日までに全国（香港、マカオ、台

湾を除く）の代理機構 850 社の中に、電子出願を提出したことがあるものは 777 社で、563

社は電子出願率が 90％以上に達している。（国家知識産権網 2011 年 9 月 9 日）

★★★5. 知財管理委託のパイロットプロジェクトで、企業出願急増★★★

北京市でこのほど開かれた知的財産権の管理委託業務に関する年会に、北京市知識産権

局と海澱区知識産権局、中関村ソフトウエアパーク発展有限責任公司からの関係指導者や

役員が出席し、海澱区の知的財産権管理委託業務のパイロットプロジェクトが発足して一

年来の業績を高く評価した。会議に招かれた知的財産権の専門家はまた、実例を挙げてソ

フトウエア企業の知的財産権実務を詳しく説明した。

北京市は 2010 年 8 月 18 日、海澱区で知的財産権の管理委託業務のパイロットプロジェ

クトを実施し始めた。秘密厳守の前提で、代理機構が企業の委託を受けて知的財産権関連

のあらゆる業務を代理し、一括サービスを提供するもので、このようなプロジェクトの実

施は北京市が国内初。

発足して一年来、管理を委託した企業は全体で見て特許出願件数が 600％、商標出願件



数が 160％、ソフトウエア著作権登録件数が 200％、集積回路配置が 120％とそれぞれ増

加し、一部の企業は出願したことのない歴史にピリオドを打ったなど、多くの企業が知的

財産権の創造・運用・保護・管理で重大な突破を実現し、管理委託業務は目覚しい成果を

遂げた。（国家知識産権網 2011 年 9 月 6日）

★★★7. 先駆け登録された漢方薬が 900 種類、有識者から保護強化の声★★★

疾病の診療に漢方薬を運用する国は 160 カ国。120 カ国における企業 170 社が漢方薬の

研究・開発に取り組んでいる。一方、国内企業の行き届かない知的財産権管理に乗じて一

部の外国企業が技術と資金面の優位性を以って中国で漢方薬関連の知的財産権を取得し、

中国を含めた各国でその漢方薬を販売しているのも現状。中国漢方薬協会が主催した「希

少な薬用動物資源の保護と管理に関するシンポジウム」でわかった。

外国企業に先駆け登録された漢方薬は 900 種類以上に上る。中国権利者が国外で出願し

た漢方薬特許 3000 余件に対し、外国権利者が中国で出願した漢方薬特許は 1 万件を超え

ている。国内医薬分野のハイテク技術の 8 割以上は外国企業が有しているという。漢方薬

の研究・開発と関連の知的財産権の保護強化を急ぐべきだと有識者が呼びかけている。（国

家知識産権網 2011 年 9 月 20 日）
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中国の知財関連情報全般、関係法規、本メールマガジンのバックナンバー等をご覧にな

りたい方は、ホームページにアクセスして下さい。

http://www.jetro-pkip.org/

本メールマガジンに対するご意見・ご質問・ご感想等がございましたら下記までご連絡

下さい。

JETRO 北京事務所知的財産権部

北京市建国門外大街甲 26 号長富宮弁公楼 7003 郵編 100022

TEL：+86-10-6528-2781,FAX：+86-10-6528-2782

E-mail：post@jetro-pkip.org

発行人：JETRO 北京事務所知的財産権部 部長 谷山 稔男
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※国家知識産権網に掲載された記事を翻訳し本メールマガジンで送信することに関して、

著作権者である国家知識産権局（SIPO）より許諾を得ております。

※本メールマガジンの新規配信・アドレス変更・停止につきましては、お手数ですが以下

にアクセスして、ご自身でご登録頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

新規配信 https://www.jetro.go.jp/mreg/subscribe?id=3590

変更・停止 http://www5.jetro.go.jp/mreg/menu
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